
当署では、３７．５℃以上の発熱症状等がある方のご利用を控えい
ただきますようにお願いしております。また、必要に応じて、発熱症
状等の確認のため、検温を実施しております。ご協力をお願いいたし
ます。

厚生労働省 新潟労働局
十日町労働基準監督署

『十日町労働基準監督署に来署された方々へ』

感染予防対策にご協力をお願いします！！

当署事務所の入室時には、

① 手指のアルコール消毒の実施

② マスクの着用

③ 適度な距離を保つこと

のご協力をお願いいたします。


